
個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 教育業務システム内特別徴収データベース 

実施機関の名称 守口市教育委員会 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

教育部教育総務課 

個人情報ファイルの利用

目的 
諸経費等の徴収事務を円滑に遂行するため 

記録項目 

１年度、２学校名、３学年、４組、５出席番号、６児童生徒

氏名、７カナ氏名、８性別、９口座番号、10口座名義人、11

個人番号、12児童生徒通称名、13生年月日、14国籍、15住

所、16現住所、17指定校、18入学日、19卒業日、20区域外、

21延期フラグ、22保護者氏名、23保護者通称名、24保護者続

柄、25漢字氏名、26電話番号、27連絡先、28牛乳辞退、29特

別支援学級、30送付先、31転入月日、32編入学日、33転入

日、34転学日、35退学日、36死亡日、37卒業見込日、38転出

日、39除籍日、40引落の有無、41金融機関名、42口座記号、

43メモ、44費目、45調定額、46収納額計、47収納日、48収納

種類、49収納区分、50金額、51領収書発行日、52更新情報、

53徴収対象月、54徴収額、55徴収後未納額、56学校諸費未納

額、57児童手当受給資格者、58滞納額、59滞納費目、60就援

認定 

記録範囲 守口市立学校在籍の児童生徒及び保護者 

記録情報の収集方法 本人からの提供 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

(名 称)守口市法制文書課 

(所在地)〒570-8666 大阪府守口市京阪本通２丁目５番５号 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

備   考 ― 

 


